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１

ペ
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ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
県
営
土
地
改
良
事
業
等
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
五
・
農
地
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
県
営
土
地
改
良
事
業
等
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
五
号

秋
田
県
県
営
土
地
改
良
事
業
等
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
営
土
地
改
良
事
業
等
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

一
年
秋
田
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
分
担
金
等
の
決
定
の
通
知
）
」
に
改
め
、
同
条

中
「
及
び
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、

「
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
分
担
金
等
決
定
通
知
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条

を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
分
担
金
の
賦
課
基
準
）

第
三
条

条
例
第
三
条
第
二
項
の
分
担
金
の
賦
課
基
準
は
、
別
表
第
二
の
と

お
り
と
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
分
担
金
等
の
分
割
に
よ
る
納
付
の
申
請
）
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
分
割
納
付
の
申
出
を
し
よ
う
」
を
「
分
割
し
て
納

付
す
る
こ
と
を
申
し
出
よ
う
」
に
、
「
第
三
条
の
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ

る
」
に
、
「
様
式
第
二
号
に
よ
る
分
担
金
等
分
割
納
付
申
請
書
」
を
「
別
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
分
担
金
等
を

分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
し

た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
年
度
末
」
を
「
分
担
金
等
を
徴
収
す
る
日
の
属
す
る

年
度
の
末
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
分
担
金
の
減
免
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
等
の
」
を
「
の
」
に
、
「
様
式
第
四
号
に
よ
る
分
担
金
等
減
免
申

請
書
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
分
担
金
の
減

免
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
中
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
等
の
」
を
「
の
」
に
改

め
、
同
表
ほ
場
整
備
事
業
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
た
め
池
等
整
備
事
業
の
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改

め
、
同
表
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
第
三
ほ
場
整
備
事
業
の
項
中
「
ほ
場
整
備
事
業
」
を
「
経
営
体
育
成

基
盤
整
備
事
業
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
ほ
場

整
備
事
業
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
の
項
を
削

る
改
正
規
定
及
び
別
表
第
三
ほ
場
整
備
事
業
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次

項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
営
土
地
改
良
事
業
等
分
担
金
徴

収
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
ほ
場
整
備
事
業
に
係
る
分

担
金
及
び
分
担
金
に
相
当
す
る
金
銭
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
区
画

整
理
型
）

工
事
費
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

（
一
級
河
川
の
改
修
を
伴
う
部
分

の
事
業
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

内
）

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
高
度

利
用
型
）

工
事
費
の
二
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
内
（
一
級
河
川
の
改
修
を
伴
う

部
分
の
事
業
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
内
）

特
定
農
業
用
管
水
路
等
特
別

対
策
事
業

工
事
費
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
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